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○中野市認定長期優良住宅促進事業補助金交付要綱 

令和８年３月31日告示第86号 

中野市認定長期優良住宅促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、居住の安定及び地域の持続的な発展を図り、住宅の高性能化、環境負荷の低

減及び定住促進を支援することを目的として、長期にわたり良好な居住環境を維持できる住宅の

新築を促進するため、自ら居住する認定長期優良住宅を新築する者に対し、予算の範囲内で補助

金を交付することについて、中野市補助金等交付規則（平成30年中野市規則第10号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号。以下

「法」という。）第６条第１項の規定による認定を受けた一戸建て住宅をいう。ただし、店舗、

事務所等の用途を兼ねる一戸建て住宅で、店舗、事務所等事業の用に供する部分の床面積が延

床面積の２分の１以上のものを除く。 

(２) 新築住宅 建物の登記事項証明書の表題部の表中新築の年月日から起算して１年を経過し

ていない認定長期優良住宅をいう。 

(３) 取得 住宅を新築し、当該住宅の所有権保存の登記を行うことをいう。 

(４) 取得日 取得した新築住宅の建物の登記事項証明書の権利部（甲区）の表中受付年月日の

欄に記載されている日をいう。 

(５) 専用住宅等 専ら居住の用に供する一戸建ての住宅又は集合住宅若しくは同一建築物内に

居住の用に供する部分及び店舗、事務所等事業の用に供する部分が併存している住宅で居住の

用に供する部分の床面積が延床面積の２分の１を超えるものをいう。ただし、別荘等一時的に

使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。 

（成果の指標） 

第３条 当該補助事業に係る規則第19条第３項に規定する指標は、一戸建て住宅の新築戸数に占め

る認定長期優良住宅の割合の増加とする。 

（補助事業者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住する住宅として新築住宅を取得する者で、次に

掲げる要件を全て満たすものとする。 
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(１) 新築住宅の登記名義人（以下「所有者」という。）であること。 

(２) 新築住宅が共有物である場合は、所有者全員が市内に住所を有すること。 

(３) 新築住宅とは別の専用住宅等を所有していないこと。 

(４) 申請日が新築住宅の取得日から起算して３月以内であること。 

(５) 補助金の交付を受けようとする新築住宅について、市の他の補助制度に基づく補助金等の

交付を受けていない又は受ける見込みがないこと。 

（補助対象住宅） 

第５条 補助金の交付の対象となる住宅は、前条に規定する補助事業者が取得（共有名義の場合に

あっては、補助事業者が共有持分を有している新築住宅を取得した場合を含む。）し、取得後に

自己の居住の用に供しているもので、次に掲げる要件を全て満たす市内に所在する新築住宅とす

る。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。）第６条又は第６条の２の規

定により交付される確認済証の確認年月日及び法第７条の規定により交付される認定通知書の

認定年月日が令和８年４月１日以後の新築住宅であること。ただし、基準法第６条第１項各号

のいずれにも該当しない場合は、この限りでない。 

(２) 不動産登記法（平成16年法律第123号）の規定に基づき建物に関する登記がされていること。 

(３) 補助事業者が居住を開始するまでの間、居住の用に供されたことのない新築住宅であるこ

と。 

(４) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規

定により指定された急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域に

ある新築住宅でないこと。 

（補助対象経費、補助金の額等） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助対象住宅の新築に要する経費とす

る。 

２ 補助金の額は、20万円とし、補助対象住宅の建築工事を市内に本社を有する法人又は市内に住

所を有する個人事業主により工事を行った場合は30万円を加算する。 

３ 補助金の交付は、同一の補助対象住宅に対し、１回に限る。 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第７条 規則第３条の申請書及び規則第10条の実績報告書は、中野市認定長期優良住宅取得促進事
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業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）によるものとする。 

２ 規則第３条第５号の要綱で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 対象物件の所在地 

(２) 家屋番号 

(３) 建築年月日 

(４) 床面積 

(５) 登記名義人 

(６) 所有権保存登記受付年月日 

(７) 居住開始日 

(８) 施工業者 

３ 規則第３条及び規則第10条の要綱で定める関係書類は、次に掲げるものとする。 

(１) 補助対象住宅の案内図、配置図、平面図及び立面図 

(２) 補助対象住宅の敷地及び建物の全部事項証明書並びに建物図面及び各階平面図 

(３) 現況写真（補助対象住宅を含む敷地全景２面以上） 

(４) 補助対象住宅の新築に要した費用の額が分かる書類（建築工事請負契約書等の写し） 

(５) 基準法第６条第１項又は同法第６条の２第１項の規定により交付された確認済証の写し。

ただし、基準法第６条第１項各号のいずれにも該当しない場合は、この限りでない。 

(６) 基準法第７条第５項又は同法第７条の２第５項の規定により交付された検査済証の写し。

ただし、基準法第６条第１項各号のいずれにも該当しない場合は、この限りでない。 

(７) 法第６条第１項の規定による認定を受けたことが確認できる書類（認定申請書及び認定通

知書の写し） 

(８) 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了したことが確認できる書類（建築

完了報告書の写し） 

(９) 前条第２項の規定による加算を受けようとする場合は、建築工事の施工業者の履歴事項全

部証明書又は代表者の住民票 

(10) 誓約書（様式第２号） 

(11) 補助対象住宅の共有者の同意書（様式第３号。共有者がいる場合に限る。） 

(12) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付条件） 

第８条 規則第５条第６号の市長が必要と認める補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。 
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(１) 補助金の交付を受けた住宅に10年以上居住すること。ただし、補助事業者の責めによらな

い理由により、当該住宅に居住しなくなった場合を除く。 

(２) 当該住宅に居住した日から10年以内に他人に売却又は貸与しないこと。ただし、補助事業

者の責めによらない理由により、当該住宅に居住しなくなった場合を除く。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第６条第１項の申請の取下げは、規則第４条第１項に規定する通知を受けた日から14

日以内に提出して行うものとする。 

（補助金交付の請求） 

第10条 規則第13条の規定による交付請求は、中野市認定長期優良住宅促進事業補助金交付請求書

（様式第４号）により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和13年３月31日限り、その効力を失う。 
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様式第１号（第７条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第10条関係） 

 


